
 

京都市上質宿泊施設誘致制度要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市が誘致したいと考える上質宿泊施設に期待する事項や上質宿泊施設候補

の選定手続等を定めることにより、地域が持つ多様な魅力や地域特性を最大限に活用して、そこ

でしか味わえない京都の魅力が体験できる上質宿泊施設の開業を促し、京都観光の質や観光客の

満足度を高めるとともに、観光による京都経済の活性化や地域創生を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 宿泊施設 旅館業法第２条第２項に規定する「旅館・ホテル営業」及び同条第３項に規定

する「簡易宿所営業」の用に供する施設をいう。 

（２） 上質宿泊施設計画 都市計画法第７条第３項に規定する「市街化調整区域」及び同法第９

条第１項から第５項に規定する「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一

種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域」、同条第１２項に規

定する「工業地域」（以下これらを総称して「宿泊施設開業制限区域」という。）において、

上質宿泊施設候補の選定を受けようとする計画をいう。ただし、第一種住居地域においては、

宿泊施設の用途に供する部分の床面積の合計が３，０００平方メートル以下の計画を除く。 

（３） 上質宿泊施設候補 上質宿泊施設計画のうち、伝統産業・伝統文化・農林業をはじめとし

た京都経済や地域の活性化、国際的な都市格の向上、観光客の滞在環境や満足度の向上、地

域活性化に寄与するなど、本市が上質宿泊施設に期待する事項を満たすと総合的に判断した

宿泊施設計画であって、本市が積極的に誘致を進めようとする宿泊施設の候補をいう。 

 

（本市の責務） 

第３条 本市は、事業者と周辺住民を橋渡しするなど、地域の魅力を最大限に活用した上質宿泊施

設計画の検討や当該地域における合意形成を支援し、京都経済や地域の活性化に寄与する上質宿

泊施設の実現に努めるものとする。 

 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、京都経済や地域の活性化に寄与するため、上質宿泊施設計画の検討に当たって

は、自らも地域のまちづくりの担い手であることを自覚して、京都経済や地域社会に積極的に貢

献し、地域と一体となった地域活性化の実現に努めるものとする。 

 

（周辺住民の責務） 

第５条 周辺住民（計画区域の土地の境界線からの水平距離が１００メートル以内を目安に市と住

民組織が協議のうえ、決定する区域（以下「周辺区域」という。)に居住し、又は周辺区域に存

する事務所若しくは事業所に勤務する者をいう。以下同じ。)は、まちづくりの課題について関

心を持ち、地域活性化に向けて主体的に行動するよう努めるものとする。 

 

 

 

（上質宿泊施設計画の申請） 

第６条 宿泊施設開業制限区域において、上質宿泊施設計画を立案する者（以下「上質宿泊施設計



画者」という。）は、市長及び計画敷地の周辺を活動の範囲に含む住民組織(京都市地域コミュ

ニティ活性化推進条例第２条第３号に規定する地域自治を担う住民組織をいう。以下同じ。）と

事前に協議し、要望を踏まえたうえで、次の各号に掲げる事項を踏まえ本市が上質宿泊施設計画

に期待する事項として別表に掲げる観点を踏まえて作成した上質宿泊施設計画（第１号様式）（以

下、「計画書」という。）を提出するものとする。また、計画地に市街化調整区域を含むときは、

当該施設の立地について地域の合意形成が図られていることを示す資料を市長に提出するもの

とする。 

（１） 周辺住民の要望を踏まえた地域の魅力を最大限に活用した営業コンセプトや想定する顧客

層に関する事項 

（２） 雇用の創出・安定化等、京都経済や地域の活性化に寄与する長期事業計画に関する事項 

（３） 開発、建築、営業に係る周辺環境への配慮や建物ボリューム、形態意匠における周辺地域

との調和等に関する事項 

（４） 地域の課題解決に関する貢献に関する事項 

２ 前項の規定による計画書の提出は、令和４年３月３１日までに行わなければならない。 

 

（周辺住民への説明・合意形成） 

第７条 上質宿泊施設計画者は、前条に規定する計画書を提出しようとするときは、あらかじめ周

辺住民を対象とした説明会を開催するなど、上質宿泊施設計画として提出しようとする内容を説

明し、協議及び意見の調整を行ったうえで、周辺住民への説明及び合意形成状況報告書（第２号

様式）を市長に提出するものとする。 

２ 上質宿泊施設計画者は、周辺住民に上質宿泊施設計画の内容を説明しようとするときは、前条

に規定する計画書をもとに文書、図面等を用いて分かりやすく説明するよう努めるとともに、自

らも地域のまちづくりの担い手であることを自覚し、誠意をもって対応するよう努めるものとす

る。 

 

（上質宿泊施設候補の選定） 

第８条 市長は、上質宿泊施設計画者から第６条第１項の規定による計画書の提出を受けたときは、

上質宿泊施設計画者に対し、上質宿泊施設計画の内容について説明を求めることができる。 

２ 市長は、上質宿泊施設計画者から第６条第１項の規定による計画書の提出を受けたときは、外

部有識者の意見を聴取しつつ、申請のあった上質宿泊施設計画の内容を確認し、上質宿泊施設候

補として適当であると認めるときは、上質宿泊施設候補として選定するものとする。 

３ 市長は、上質宿泊施設候補を選定したときは、上質宿泊施設計画者と協議のうえ、当該計画の

内容を公表することができる。 

 

（覚書の締結） 

第９条 市長は、上質宿泊施設候補に選定された上質宿泊施設計画（以下「選定計画」という。）

の実現について上質宿泊施設計画者と覚書を締結することができる。 

 

（計画内容の変更等） 

第１０条 上質宿泊施設計画者は、開業に至るまでに選定計画が次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、速やかに上質宿泊施設計画変更等届出書（第３号様式）（以下「計画変更書」

という。）を市長に提出するものとする。 

（１） 計画書の内容に変更（軽微なものを除く。）があったとき。 

（２） 計画書の計画を中止し、又は廃止したとき。 



２ 市長は、計画変更書の提出があったときは、その計画変更書の内容を確認し、上質宿泊施設候

補として適当でないと認めるときは、上質宿泊施設候補の選定を取り消すものとする。 

 

（上質宿泊施設計画の履行確認） 

第１１条 上質宿泊施設計画者は、選定計画に基づく宿泊施設（以下「上質宿泊施設」という。）

を開業しようとするときは、上質宿泊施設開業届（第４号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、上質宿泊施設開業届の提出を受けたときは、選定計画の履行状況について、現地確認

をすることができる。 

 

（協定書の締結） 

第１２条 市長は、上質宿泊施設の開業までに当該施設の運営に関わる者や周辺住民と協定書を締

結することができる。 

 

（上質宿泊施設の運営状況報告及び指示） 

第１３条 上質宿泊施設計画者又は上質宿泊施設の運営に関わる者は、上質宿泊施設を開業したと

きは、開業の日の属する年度から毎事業年度終了後３月以内に上質宿泊施設運営状況報告書（第

５号様式）を市長に提出したうえで、市長と市長が指定する住民組織等を対象とした運営状況報

告会を実施するものとする。 

２ 市長は、その他この要綱の施行に必要な限度において、上質宿泊施設の運営状況に関する報告

を求め又は調査することができる。 

３ 市長は、前２号により、上質宿泊施設の運営状況を確認し、選定計画の内容が履行されていな

いと認めたときは、当該施設の運営に関わる者に対し、必要な指示を与えることができる。 

 

（運営内容の変更） 

第１４条 上質宿泊施設計画者は、開業後に運営内容を第８条により選定された計画内容から変更

又は廃止しようとするときは、予め、運営内容変更等申請書（第６号様式）（以下「内容変更書」

という。）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、内容変更書の提出を受けたときは、内容変更書を審査し、上質宿泊施設として適当で

ないと認めるときは、当該施設の運営に関わる者に対し、必要な指示を与えることができる。 

 

（補則） 

第１５条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な

事項は、観光政策担当局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。 

 （検討） 

 ２ 市長は、この要綱の施行日から５年を経過するまでの間に、この要綱の実施状況等を踏まえ、

必要に応じ検討を加え、見直し等の措置を講じるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月２３日から施行する。 

 



   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月２８日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 令和４年３月３１日時点で現に、第３条に規定する本市の支援の下で、計画の検討又は地域

における合意形成に向けた協議等を行っている場合は、第６条第２項の規定にかかわらず、令

和９年９月３０日までの間に限り、計画書を提出することができるものとする。ただし、令和

９年３月３１日時点で、上質宿泊施設計画者及び計画書中の運営者が明確になっていない等の

場合は、計画書を提出することができないものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



別表（第６条第１項関係） 

オーベルジュ 歴史的建築物

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

サービスの質 ホテルブランド(運営会社) ○ ●
コンシェルジュ機能 ○ ●

パーソナルサービス ○ ● ○ ●

和の文化など地域の魅力
を活かした文化体験

○ ○ ‐ ○

市内産食材、市場流通食材 ○ ○ ○ ●
雇用の安定、新規雇用 ○ ○
木質ペレット ● ●
市内産木材・竹 ○ ○
伝統産業製品 ○ ○
市内事業者の提供する産品・サービス

（消耗品、クリーニング、リネン、清掃等） ○ ○

防災 防災に関する取組 ● ●

保健福祉 保健福祉に関する取組 ○ ●

その他
上記以外の市の方針や施策
に合致した取組

● ●

歴史的価値（建築物、庭園等） ● ● ● ○

建築物の最大延床面積 ‐ ‐ 1,000㎡程度　（注２） ‐

伝統産業製品等の活用による和の意匠 ○ ○

環境対策
自然・再生可能エネルギーの活用

や省エネ取組
○ ○

最低客室面積 ４０㎡程度 ２５㎡程度（注３） ３０㎡程度（注３） ‐
スイートルーム ○ ‐

客室数 ‐ ‐
3室以上かつ

宿泊可能人数＜飲食店

席数で適切な割合
‐

レストラン 　　　　○ ○ ○ ‐
バー 　　　　○ ●
フィットネス、スパ、プール 　　　　○ ●
地域産業の活性化に寄与する機能 　　　　　　　　　（注４） ○
文化等体験施設
（茶室、畳スペース等）

　　　　○ ●

温泉 　　　　● ●

建築物

○ 外注するサービスや施設で使用する物品を市内事業者から調達しているか。

歴史的建築物や庭園等の保全がなされるか。

‐

○ 市内産木材や竹の利用があるか。

‐

●

●
●

●

○ 建築物の内装や客室の設えに伝統産業製品が取り入れられているか。

京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例を
上回るバリアフリー整備がなされているか。
ユニバーサルツーリズムのサービスを提供しているか。
その他障害者雇用など保健福祉に関する貢献があるか。

○

サービスの内容

客室

市内産品、
サービスの利用

●

●

●

●

○

●

●

付帯設備

●

‐

○

MICEタイプ
地域資源活用タイプ

ラグジュアリータイプ 観点

地域特性を活かしたサービスやターゲット層など事業コンセプトが明確か。○（注１）

寝室に加え、リビングルームや応接間など他の部屋室を備えた客室が整備されているか。

コンセプトに応じた付帯設備が整備されているか。

‐

‐

京都市温暖化対策条例の基準を上回る環境貢献がなされているか。

正規雇用率が高いか。地元に新たな雇用を創出しているか。
木質ペレットを利用しているか。

提供するサービスや宿泊施設そのものに伝統産業製品が利用されているか。

帰宅困難者対策など地域の防災に寄与する取組があるか。

その他京都市の方針、施策への貢献があるか。

地域に根付いた長期的な運営計画であるか。

開発、建築、営業に係る地域環境への配慮がなされているか。
建物ボリューム、形態意匠が地域と調和しているか。

周辺地域の合意形成が図られているか。

地元農家との契約や市場流通食材を利用しているか。

広く京都経済に貢献が見込まれる計画であるか。

上質宿泊施設計画に求める事項

周辺地域の魅力を最大限に活かしたコンセプト

長期事業継続

地域・周辺との調和

周辺との合意形成

京都経済活性化

地域課題への貢献 周辺地域の課題解決等に対して貢献しているか。

京都市の都市格を高めるブランド力を持っているか。
コンシェルジュが配置されているか。

客室数に対する従業員数が多いなど、顧客に上質なサービスを
提供する体制が整っているか。

地域の魅力を活かした文化体験などが提供されているか。

○

○

●

○

 
○ 特に提案を期待する事項  ● 提案を期待する事項 

（注１） 農林水産物や農地、歴史・文化資源、自然景観の活用により、地域の活性化に寄与することが見込まれるものであること。 

（注２） 既存建物を活用する場合は、従前と同一敷地、同一規模の建物であること。 

（注３） MICE タイプ、地域資源活用タイプについては、主たる客室の最低面積とする。 

（注４） 旅館やスモールラグジュアリーと呼ばれる形態については、建物規模に応じた付帯設備を求める。 

（注５） 上記タイプに当てはまらないもので、地域と調和し、新たな魅力を創造する上質宿泊施設の建設計画の提案があった場合は、個別審査する。 


